
 

【１年】  
・ご入学おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。 
・学校からのお知らせやお願いは、「西原小学校だより」「１年生からのお知らせ」「１週間の予定

表」に載せます。入学当初は、確認することが多く大変なことと思いますが、どうぞよろしく

お願いします。 

・詳細は、入学式、１７日の懇談会でお話させていただきます。 

【３年】 

・本日、教科書を配りました。記名確認をお願いします。 

・新しいノートは一斉購入したものを配布します。２冊目からは、同じマスのものを各自購入し

てください。 

・国語辞典の申し込み袋を後日配ります。授業参観で見本を３階の家庭科準備室前に展示します

ので、購入を希望の方は、２０日（木）までに学級担任までお申し込みください。 

【４年】 

・新しいノートは一斉購入したものを配布します。２冊目からは、同じマスのものを各自購入し

てください。 

【５年】 

・本年度の教科担任制は、以下の教員が担当します。 

【国語】    【社会・体育・３組図工】    【算数】 

【理科】    【音楽・３組家庭】       【G・S】 

 ＊上記以外の教科は、各担任が担当します。 

・裁縫セットの申し込み袋を後日配ります。授業参観で見本を展示しますので、購入をご希望の

方は、２６日（水）までに担任までお申し込みください。 

【６年】 

・本年度の教科担任制は、以下の教員が担当します。 

【国語】    【社会・体育】    【算数】 

【理科】    【音楽・1組家庭】  【G・S】川口慶子・内山ネーラック 

 ＊上記以外の教科は、各担任が担当します。 
【なかよし 1組】  

・本年度、専科指導として、【G・S】      が担当します。 

・該当学年のお知らせをご覧ください。 

【２年】 

・教科書に習った漢字を使って記名をお願いします。 

・算数セット・粘土・粘土板等は、各担任から連絡がありましたら持たせてください。 

・下校は、昨年と同様に下校班で帰ります。人数の少ないコースは他のクラスと合同で下校班を

組みます。下校コースが変更になる場合は、今までと同じように連絡帳でお知らせください。 

【学年からのお知らせ】 

【学校からのお知らせ・お願い】 
〇新型コロナウイルス感染症対策について ※詳細はさいたま市HPをご覧ください（右の二次元コードを読み取るとご覧いただけます）。 
・児童及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本とします。 

・感染が拡大している場合など以外は、体温記録票を用いての登校前の検温は行いません。 

 ・家族の周囲で感染経路の不明な感染者が増加していなければ、同居の家族に発熱等の症状がみられても、登校を控える必要はありません。 

〇「給食着」の取扱いについて（再掲） ※詳細は、西原小ＨＰ「西原小だより R４年３月号（裏）」をご覧ください。 

・給食着（エプロン、帽子、マスク）は、各ご家庭で用意してください。エプロンは、割ぽう着型をおすすめします。 

 ・ご家庭で、自分で着脱できるか確認をお願いします。 

 ・給食着は、週末に持ち帰りをします。ただし汚れた場合は、その都度持ち帰ります。 

〇給食後の歯みがきの再開について 
・歯みがきは、新型コロナウイルス感染症をはじめとする様々な（特に呼吸器疾患の）感染症の重症化を予防すると言われています。 

・歯ブラシ、割れないコップ（折り畳み不可）、お口ふき（ミニタオルハンカチ等）を袋にまとめて毎日お持ちください。 

〇学校における電話対応について ※詳細は、西原小ＨＰをご覧ください。 
・学校への電話連絡は、勤務時間内（８時２０分～１６時５０分）にお願いいたします。授業日（土曜日、日曜日、祝日及び休日を除く）の勤務時間外に学校に連絡する必要がある場合は、 

お手数ですが、次の窓口へご連絡ください。 ＊さいたま市教育委員会事教職員人事課管理係(電話：０４８－８２９－１６５４) 【１９時まで】 

・合わせて、「子ども子育てに関する相談先の御案内」を学校ＨＰに掲載しました。 

〇学校から配布するお手紙について 
・外国籍の方が、翻訳アプリ等を使用した際にも読みやすいように、できる限りシンプルにして、一目で用件が伝わりやすくしていきます。 

・季節の挨拶や日頃のお礼、ご協力のお願い等を割愛させていただきますが、ご理解くださいますようお願いします。 

〇緊急災害を想定した児童引き渡し訓練について 
・大規模地震等の災害が発生したという想定で小・中合同で引き渡し訓練を実施します。詳細は、後日配布される手紙をご覧ください。 

【日時】令和５年４月２４日（月）１４：１０～ （雨天決行） 

  ＊当日は、訓練として安心メールを配信します。保護者の皆様には必ず登録し、安心メールが受信できるようご協力をお願いします。 

【さいたま市からのお知らせ】 

〇「福祉まるごと相談窓口」について ※詳細はさいたま市HPをご覧ください（右の二次元コードを読み取るとご覧いただけます）。 
・生活にお困りの方や、福祉のさまざまな課題を抱えた方等の相談を包括的に受け止め、相談内容に応じた必要な支援のコーディネートを行う福祉の総合相談窓口です。 

・お気軽にご相談ください。 


